
改定後 改定前 

第３条（表明・保証） 

１．包括代理人および店子は、当社に対し、

本規約締結にあたり、本規約締結日時点お

よび本規約の有効期間中において、以下の

事項が真実かつ正確であることを表明し、

保証します。 

(１)行為能力 

包括代理人および店子は、適用法令上、本

規約を締結し、これらに基づく権利を行使

し、義務を履行する権利能力および行為能

力を有すること 

(２)社内手続 

包括代理人および店子は、本規約を締結し、

これらに基づく権利を行使し、義務を履行

するために、法令および定款その他の社内

規則に基づき要求される内部手続を適法か

つ適正に完了していること 

(３)適法性等 

本規約を包括代理人および店子が締結しま

たは包括代理人および店子がこれらに基づ

く権利を行使し、もしくは義務を履行する

ことは、包括代理人および店子に対して適

用のある一切の法令、包括代理人および店

子の定款その他の社内規則に抵触せず、当

該各当事者を当事者とする契約の違反また

は債務不履行事由とはならないこと 

(４)有効な契約 

本規約は、これを締結した包括代理人およ

び店子につき適法、有効かつ拘束力のある

契約であること 

(５)非詐害性 

包括代理人および店子は、現在債務超過で

はなく、包括代理人および店子が本規約を

締結することは、詐害行為取消の対象とは

ならず、包括代理人および店子の知りうる

 



限り、本規約について詐害行為取消その他

の異議を主張する第三者は存在しないこと 

(６)提供情報の正確性 

包括代理人および店子は、本規約の締結に

あたって、当社に提供した情報は、重要な

点において正確であり、かつ、重要な情報

は全て当社に提供されていること 

第４条（店子の範囲） 第３条（店子の範囲） 

第５条（本規約の代理） 第４条（本規約の代理） 

第６条（確認事項） 第５条（確認事項） 

第７条（WAON端末） 第６条（WAON端末） 

第８条（WAON取引） 第７条（WAON取引） 

第９条（WAON取引後の取扱） 第８条（WAON取引後の取扱） 

第１０条（偽造及び変造された電子的情報

の取扱い等） 

（略） 

２．万一、包括代理人および店子が前項に

定める当社への通知を怠った場合、当社は

前条に定める WAON 取引金額から第１

４条で定める手数料を控除した精算金の

内、当該取引に関わる支払を拒絶し、又は

既に支払った場合は、翌取扱期間において

精算する方法により、包括代理人および店

子に返還を請求することができるものとし

ます。  

３．包括代理人および店子が第 1 項に定め

る通知を含む本規約上の義務を遵守した場

合には、当社は包括代理人および店子に対

し、当社が確認することができる WAON 

取引金額を限度として、偽造又は変造され

た電子的情報に係る WAON 取引につい

て金銭による補償を行うものとし、当該金

額を含めた WAON 取引金額からこれに

対応する第１４条で定める手数料を控除し

た金額を前条に従って精算します。但し、

当社が合理的な資料に基づき、次の各号の

第９条（偽造及び変造された電子的情報の

取扱い等） 

（略） 

２．万一、包括代理人および店子が前項に

定める当社への通知を怠った場合、当社は

前条に定める WAON 取引金額から第１

３条で定める手数料を控除した精算金の

内、当該取引に関わる支払を拒絶し、又は

既に支払った場合は、翌取扱期間において

精算する方法により、包括代理人および店

子に返還を請求することができるものとし

ます。  

３．包括代理人および店子が第 1 項に定め

る通知を含む本規約上の義務を遵守した場

合には、当社は包括代理人および店子に対

し、当社が確認することができる WAON 

取引金額を限度として、偽造又は変造され

た電子的情報に係る WAON 取引につい

て金銭による補償を行うものとし、当該金

額を含めた WAON 取引金額からこれに

対応する第１５条で定める手数料を控除し

た金額を前条に従って精算します。但し、

当社が合理的な資料に基づき、次の各号の



事実のいずれかを証明した場合には、この

限りではないものとします。 

事実のいずれかを証明した場合には、この

限りではないものとします。 

第１１条（WAON の使用中止および取扱

禁止等） 

１．包括代理人および店子は、次のいずれ

かが生じた場合、当社が包括代理人および

店子に予告することなく WAON システム

を使用中止又は停止等する場合のあること

をあらかじめ異議なく承諾するものとしま

す。この場合、包括代理人および店子は、第

８条に定めるWAON取引等、WAONに係

わる一切の業務ができないものとします。 

第１０条（WAON の使用中止および取扱

禁止等） 

１．包括代理人および店子は、次のいずれ

かが生じた場合、当社が包括代理人および

店子に予告することなく WAON システム

を使用中止又は停止等する場合のあること

をあらかじめ異議なく承諾するものとしま

す。この場合、包括代理人および店子は、第

７条に定めるWAON取引等、WAONに係

わる一切の業務ができないものとします。 

第１２条（WAON取引金額の確定） 第１１条（WAON取引金額の確定） 

第１３条（WAON取引金額の支払） 第１２条（WAON取引金額の支払） 

第１４条（手数料の支払い） 第１３条（手数料の支払い） 

第１５条（WAON 取引金額の支払の取消

し） 

（略） 

(５)第６条第８項の会員との紛議が解決さ

れないとき 

（略） 

３．当社は、第１項（４）の調査開始より３

０日を経過してもなお、疑義が解消しない

場合には、WAON取引金額の支払を拒絶で

きるものとします。調査が完了し、当社が

当該取引金額の支払を相当と認めた場合に

は、当社は包括代理人に当該取引金額を支

払うものとします。この場合、保留した支

払代金について法定利息その他遅延損害金

は発生しないものとします。 

第１４条（WAON 取引金額の支払の取消

し） 

（略） 

(５)第５条第８項の会員との紛議が解決さ

れないとき 

（略） 

第１６条（届出事項等） 

（略） 

４．包括代理人又は店子が第３条第１項

（６）及び第２７条に定める表明保証確約

事項に反すると具体的に疑われる場合に

は、当社は、包括代理人及び店子に対し、当

第１５条（届出事項等） 

（略） 



 

該事項に関する調査を行い、また、必要に

応じて資料の提出を求めることができ、包

括代理人及び店子は、これに応じるものと

します。 

第１７条（地位の譲渡等） 第１６条（地位の譲渡等） 

第１８条（WAON 取引の円滑な実施） 第１７条（WAON 取引の円滑な実施） 

第１９条（調査等） 第１８条（調査等） 

第２０条（守秘義務） 第１９条（守秘義務） 

第２１条（中途解約） 

本規約の有効期間は本規約締結の日から 1

年間とします。但し、有効期間満了 3 ヶ月

前までに包括代理人、店子又は当社から何

ら書面による意思表示がない場合は、さら

に 1 年間更新するものとし、以後も同様と

します。包括代理人、当社および店子は、書

面をもって３ヶ月前までに相手方に対し予

告をすることにより本規約を解約できるも

のとします。 

第２０条（中途解約） 

包括代理人、当社および店子は、書面をも

って３ヶ月前までに相手方に対し予告をす

ることにより本規約を解約できるものとし

ます。 

第２２条（資格取消） 

（略） 

１．本規約に定める義務につき、不履行に

陥り、その是正を求める書面による催告を

受領するも、その後３０日以内に当該不履

行を解消しなかった場合 

第２１条（資格取消） 

（略） 

１．本規約に定める義務につき、不履行に

陥り、その是正を求める書面による催告を

受領するも、その後３０日以内に当該不履

行を治癒しなかった場合 

第２３条（契約終了後の措置） 第２２条（契約終了後の措置） 

第２４条（契約終了後の手続） 第２３条（契約終了後の手続） 

第２５条（情報の提供） 第２４条（情報の提供） 

第２６条（損害賠償） 第２５条（損害賠償） 

第２７条（反社会的勢力との取引拒絶） 第２６条（反社会的勢力との取引拒絶） 

第２８条（準拠法） 第２７条（準拠法） 

第２９条（合意管轄裁判所） 第２８条（合意管轄裁判所） 

第３０条（変更ならびに承認） 第２９条（変更ならびに承認） 


